


              

2020 年 12 月 7 日 

 

ご依頼者から提供されました情報を基に調査をいたしました。 

よって、当該調査報告書をお渡しします。 

 

１. 当社は、探偵業務に基づき、各種法令違反に抵触するような

調査は行っておりません。 

２. 調査報告書の内容は、当社が収集し作成したものであり、当

該情報に対する権利及び著作権は弊社に帰属します。ご依頼

者の内部資料としてのみご利用ください。 

３. ご依頼者の不注意等により、調査結果の内容が漏洩した際の

損害につきまして、当社は一切の責任を負いません。また、当

該調査報告書の再発行は原則としていたしておりません。 

４. 当該調査報告しましたすべての紛争につきまして、名古屋地

方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。 

５. 当社は、調査報告書の内容について損害賠償の責を負いま

せん。 

 

株式会社 博 通 





№1 

調 査 報 告 書 
令和 2 年 12月 1 日（火）                                       

13:00 ご依頼者の情報を元に、甲「○○○○」氏と乙「○○○○」氏の待

ち合わせ場所と推測される「セブンイレブン名古屋鶴舞 2 丁目店」

（名古屋市昭和区鶴舞 2-20-16）を確認し、本調査を開始する。 

※視認可能な範囲の状況として、「セブンイレブン名古屋鶴舞 2 丁 

目店」（名古屋市昭和区鶴舞 2-20-16）敷地内駐車場内及び周辺に

甲の車（レクサス ＮＸ300 黒系色 名古屋 330 は 73-97）は駐車

されておらず。 

  ※以降、全調査を通し、甲の車を車Ａと表記する。 

 ※周辺住人等への調査露見防止に細心の注意を払い、以後、「セブ 

ンイレブン名古屋鶴舞 2 丁目店」（名古屋市昭和区鶴舞 2-20-16）

周辺を注視する。 

13:45   「セブンイレブン名古屋鶴舞2丁目店」（名古屋市昭和区鶴舞2-20-16） 

北方面から車Ａが現れ敷地内駐車場に駐車する。 

 

 

 

 

 



№7 

調 査 報 告 書 
令和 2 年 12月 1 日（火）                                     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



№46 

調 査 報 告 書 
令和 2 年 12月 1 日（火）                                     

※ 尚、甲と乙は伊豆方面の温泉宿へ行く会話が聞こえ、12 月の月末

付近との情報を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



№60 

調 査 報 告 書 
令和 2 年 12月 1 日（火）                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№92 

調 査 報 告 書 
令和 2 年 12月 1 日（火）                                    

 

16:58   「麺料理・芭蕉庵」店内に於いて、甲と乙は北側奥の席に着席して 

おり、そば等のメニューを注文する。 

※ これより、調査員Ｄの内偵調査を終了し、以後、甲と乙は食事後

は再び園内を散策すると判断し、「麺料理・芭蕉庵」出入口を注

視する。 

   

17:39   「麺料理・芭蕉庵」から甲と乙は退店し、再び「なばなの里」（三 

重県桑名市長島町駒江漆畑 270）を散策する。 

 



№100 

調 査 報 告 書 
令和 2 年 12月 1 日（火）                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№108 

調 査 報 告 書 
令和 2 年 12月 1 日（火）                                    

 

18:10   甲と乙は、順路通り景色を眺めながら園内を散策している。 

   

 

 

 

 

 

 

 



№111 

調 査 報 告 書 
令和 2 年 12月 1 日（火）                                    

 

18:26   「なばなの里」（三重県桑名市長島町駒江漆畑 270）園内に於いて、 

甲と乙は出入口方面へ向かって移動している。 

 

 

 

 

 

 

 



№126 

調 査 報 告 書 
令和 2 年 12月 1 日（火）                                    

※ 周辺住人等への調査露見防止に細心の注意を払い、以後、「○○ 

○○○○○」（名古屋市○○○○）を注視する。 

   

   

 

 

 

 

 

 



№136 

調 査 報 告 書 
令和 2 年 12月 2 日（水）                                    

09:00   「○○○○○○○」（名古屋市○○○○）に於いて、依然、甲と乙 

の出入りは見受けられず。 

 

09:15  「○○○○○○○」（名古屋市○○○○）○○○号室から甲と乙が 

退室し、1階正面出入口から甲（服装:上下グレー系色のビジネスス 

ーツ、白系色のワイシャツ、黒系色の鞄）と乙（服装:黒系色のトレ 

ーナー、黒系色のスパッツ）が現れ甲は東方面へ徒歩で移動し、乙 

は「○○○○○○○」（名古屋市○○○○）内に入り○○○号室に

入り帰宅する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№137 

調 査 報 告 書 
令和 2 年 12月 2 日（水）                                    

※ ご依頼者の指示により、以降、甲と乙の接触はしばらくないと推

測され、本調査を解除する。 

  

     

 

 

 

 

 

 


